
 

 岩手県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成19年３月30日 

                                            岩手県知事 増 田 寛 也  

岩手県規則第47号 

   岩手県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則 

 岩手県環境影響評価条例施行規則（平成11年岩手県規則第９号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（方法書の作成） 

第６条 ［略］ 

 

 

 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 対象事業に係る条例第６条第１項第４号に掲げる事項の記

載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法の選定の理由（一般的な事業の内容によって行わ

れる対象事業に伴う影響要因（当該対象事業に伴う環境影響

を及ぼすおそれがある要因をいう。以下同じ。）について、

その影響を受けるおそれがあるとされる環境の構成要素（以

下「環境要素」という。）に係る項目を選定しなかった場合

にあっては、その理由を含む。）を明らかにするものとする。

５ ［略］ 

（環境影響を受ける範囲と認められる地域） 

第７条 対象事業に係る条例第７条の環境影響を受ける範囲で

あると認められる地域は、対象事業が実施されるべき区域及

び既に入手している情報によって、１以上の環境要素に係る

環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。 

 

 

 

（準備書の作成） 

第15条 ［略］  

 

 

２ ［略］ 

３ ［略］ 

４ 第６条第４項の規定は、対象事業に係る条例第14条第１項

第５号に掲げる事項の記載について準用する。この場合にお

いて、第６条第４項中「条例第６条第１項第４号」とあるの

は、「条例第14条第１項第５号」と読み替えるものとする。

 （方法書の作成） 

第６条 ［略］ 

２ 前項各号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該事項

に関する対象事業の背景、経緯及び必要性をできる限り明ら

かにするものとする。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 対象事業に係る条例第６条第１項第４号に掲げる事項の記

載に当たっては、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法の選定の理由を明らかにするものとする。この場

合において、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び

評価の手法の選定に当たって、専門家その他の環境影響に関

する知見を有する者（以下「専門家等」という。）の助言を

受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を併せ

て明らかにするものとする。 

６ ［略］ 

（環境影響を受ける範囲と認められる地域） 

第７条 対象事業に係る条例第７条の環境影響を受ける範囲で

あると認められる地域は、対象事業が実施されるべき区域及

び既に入手している情報によって、１以上の環境要素（当該

対象事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因について、

その影響を受けるおそれがあるとされる環境の構成要素をい

う。）に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地

域とする。 

（準備書の作成） 

第15条 ［略］ 

２ 第６条第２項の規定は、前項各号に掲げる事項の記載につ

いて準用する。 

３ ［略］ 

４ ［略］ 

５ 第６条第５項の規定は、対象事業に係る条例第14条第１項

第５号に掲げる事項の記載について準用する。この場合にお

いて、第６条第５項中「条例第６条第１項第４号」とあるの

は、「条例第14条第１項第５号」と読み替えるものとする。



 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ 対象事業に係る条例第14条第１項の準備書には、条例第14

条第２項において準用する条例第６条第２項の規定により２

以上の対象事業について併せて準備書を作成した場合にあっ

ては、その旨を明らかにするものとする。 

（評価書の作成） 

第29条 第15条（第９項を除く。）の規定は、対象事業に係る

条例第22条第２項第１号に掲げる事項の記載について準用す

る。 

２ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

９ ［略］ 

10 条例第14条第２項において準用する条例第６条第２項の規

定に基づき２以上の対象事業について併せて準備書を作成し

た場合にあっては、その旨を当該準備書に記載するものとす

る。 

（評価書の作成） 

第29条 第15条（第10項を除く。）の規定は、対象事業に係る

条例第22条第２項第１号に掲げる事項の記載について準用す

る。 

２ ［略］   

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成19年９月30日から施行する。ただし、附則第４項の規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 事業者が、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に岩手県環境影響評価条例（平成10年岩手県条例第42号。以下 

 「条例」という。）第８条の規定による方法書の公告を行っている対象事業については、この規則による改正後の岩手県環境影 

 響評価条例施行規則（以下「改正後の規則」という。）第６条の規定の適用については、なお従前の例による。 

３ 事業者が施行日前に条例第16条の規定による準備書の公告を行っている対象事業については、改正後の規則第６条から第29 

 条第１項までの規定の適用については、なお従前の例による。 

４ 事業者は、施行日前においても、改正後の規則第６条から第27条までの規定の例により、方法書の作成等を行うことができ 

 る。 

５ 前項の規定に基づき方法書の作成等が行われた対象事業については、施行日において、改正後の規則の相当する規定により 

 当該方法書の作成等が行われたものとみなす。 
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